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告 示■

◎群馬県告示第２３７号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。

平成２６年８月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定する区域 安中市磯部一丁目字二本木３６番８

２ 指定に係る特定有害物質の種類

(1) 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以下「規則」という。）第３１条第１項の基準に

適合していない特定有害物質の名称 六価クロム化合物、シアン化合物、一・一－ジクロロエチレン、シス－

一・二－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン並びにほう素及び

その化合物

(2) 規則第３１条第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称 六価クロム化合物、シアン化合物並びに

ほう素及びその化合物

◎群馬県告示第２３８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成２６年８月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 甘楽郡下仁田町大字西野牧字毛地１４５５０の１・字猫分１４５８９の１・１４

５９５の１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林保全課及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部Ｎ

ＰＯ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２６年８月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２６年７月９日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人プラザ


